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春の肱川　のんびり遊覧



　

私
が
父
の
影
響
を
受
け
て
本

格
的
に
カ
ヌ
ー
を
始
め
た
の

は
、
小
学
校
１
年
生
の
と
き
で

し
た
。
毎
週
日
曜
日
に
肱
川
で

練
習
し
て
い
ま
す
が
、
寒
い
時

期
に
は
カ
ヌ
ー
に
は
乗
ら
ず
、

マ
ラ
ソ
ン
や
腹
筋
運
動
な
ど
を

し
て
体
力
を
つ
け
て
い
ま
す
。

暖
か
く
な
っ
た
ら
肱
川
で
カ
ヌ

ー
が
で
き
る
の
で
、
今
か
ら
楽

し
み
に
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、

昨
年
は
山
梨
県
で
開
催
さ
れ
た

全
国
少
年
少
女
カ
ヌ
ー
大
会
で

５
位
に
入
賞
し
、
と
て
も
う
れ

し
か
っ
た
で
す
。

　

私
は
、
小
さ
い
子
が
好
き
な

こ
と
と
、
５
歳
か
ら
習
っ
て

い
る
ピ
ア
ノ
を
生
か
し
て
、
将

来
は
幼
稚
園
の
先
生
に
な
り
た

い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
小
学
校

の
授
業
で
保
育
所
交
流
を
し
た

と
き
、
と
て
も
楽
し
く
て
、
そ

の
思
い
が
よ
り
強
く
な
り
ま
し

た
。

　

４
月
か
ら
中
学
生
に
な
り
新

し
い
生
活
が
始
ま
り
ま
し
た
。

こ
れ
か
ら
、
将
来
の
夢
に
向
か

っ
て
一
歩
ず
つ
歩
ん
で
い
き
た

い
と
思
い
ま
す
。

カヌーを頑張って続けます
喜多小学校 6 年（現：大洲北中学校 1 年）

　德　永　智
とも

　香
か

　さん

が ん ば る 大 洲 っ 子

現在の大洲
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　　　　　　　（読み聞かせボランティアぼちぼちいこ会）

税　　　別 5月 6月 7月 8月

市 県 民 税 1期 2期

固 定 資 産 税 2期

軽 自 動 車 税 全期

国 民 健 康 保 険 税 1期 2期

市税などの納付は、便利で安心な「口座振替」を。

5 月の納税など　納期限は 5月31日㈬です。

人の動き（先月比）

人口　　　44,634人　（－140 ）
　男　　21,343人　（－ 69 ）
　女　　23,291人　（－ 71 ）
世帯数　20,119世帯（　   ₁ ）

交通事故（昨年同期）

　件数　　16件（   44 件）
　死者　　　₀人（     ₁ 人） 
　負傷者　17人（   60 人）

（2017年 3 月末現在）

　今年で37年目を迎え
る観光渡し船「臥

が

龍
りゅう

の
渡し」の運行開始セレ
モ ニ ー が 3 月29日 ㈬、
如
にょほう

法寺
じ

河原で行われま
した。
　うかいでも使用され
る屋形船からは、臥龍
山荘や冨

とみ

士
す

山
やま

を肱川か
らゆっくり眺めること
ができます。
　この日乗船した大洲
小 学 校 5 年 生 8 人 は、

「景色がきれいで楽し
い」と、春の遊覧を楽
しんでいました。
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（特集）
大洲での暮らしを応援します

市内外からの子どもたちでにぎわう「ふれ愛パーク」（東大洲）。大洲市には家族で楽しめる公園があります。

　地方における人口減少や少子高齢化は、深刻な状況であり、地域活力や行政サービスの低下にもつな
がるおそれがあります。
　大洲市では、観光・特産品などを通じた情報発信と併せて「暮らしやすい居住環境」や「充実した子
育て環境」をＰＲするとともに、若者をはじめ、市民のみなさんが働きながら暮らし続けたいと思える
まちづくりを進めています。
　 4 月から、市への移住・定住を促進するため、暮らしを応援する補助制度を創設しましたので、紹介
します。
≪移住・定住のための支援制度対象者≫
支援その 1 「住まい編」　　　 空き家バンク登録物件や新築住宅に 5 年以上定住し、地区住民と協調で

きる人
支援その 2 「結婚新生活編」　結婚に伴い、新たに賃貸住宅を借りた（借りる）人
支援その 3 「市内就業編」　　市内での新規就業に伴い、新たに賃貸住宅を借りた（借りる）人
　　　　　　　　　　　　　　市内で就業・居住し、奨学金を返還している人
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支援その 2　　結婚新生活編（入居・引越・家賃補助）

●空き家バンク登録物件や新築住宅に 5 年以上定住し、地区住民と協調できる人
補
助
対
象
で
は
あ
り
ま
せ
ん

補
助
対
象
で
は
あ
り
ま
せ
ん

支援その 1　住まい編（空き家取得改修など・住宅新築補助）

1 年以上市外に住所を有し、
H28. 4 . 1 以降に、転勤、就学など以
外で、市内に転入した

中学生以下の
子どもがいる

結婚 5年以内
の夫婦である

保護者（夫婦）のいずれかが
40歳未満である

家族のいずれかが50歳未満である

いいえ いいえ いいえ

いいえ
いいえ

はい
はい はい

はい はい はい

補助金の対象 県外移住世帯 県内移住世帯 市内対象世帯 経費下限額

空き家改修費
家財道具処分費

最大400万円
最大　20万円

(補助率 2 / 3 )

最大100万円
最大　10万円

(補助率 1 / 2 )

最大50万円
最大10万円

(補助率 1 / 2 )

50万以上
5 万円以上

空き家取得費
（補助率 1 /10） 最大100万円 最大50万円 最大25万円 100万円以上

新築住宅取得費
（補助率 1 /10） 最大100万円 最大50万円 最大25万円 100万円以上

※事業計画の認定を受ける前に工事などに着手した場合は、補助対象となりませんので、ご注意ください。
※空き家改修費および家財道具処分費は、市内業者が請け負うものが補助対象となります。
※「最大」とは、中学生以下の子育て世帯や市内業者施工などによる加算額を加えた額です。

●空き家バンク登録物件募集中
住宅（個人が居住目的で建築した空き家）、店舗（個人・法人が自ら商業などを目的として建築した空き店舗）、
宅地（個人が所有する宅地（建物の解体を前提としたものを含む））の登録物件を募集しています。

◎家財道具などを処分する人

最大　10万円（補助率 1 / 2 ）
◎契約に伴い媒介手数料を支払う人

最大　 5万円

●結婚に伴い、新たに賃貸住宅を借りた（借りる）人

補
助
対
象
で
は
あ
り
ま
せ
ん

いいえ

いいえ

いいえいいえ
はい

はい はい

Ｈ29. 3 . 1 以後に結婚し、結婚日現在で
夫婦のいずれかが40歳未満である

賃貸住宅の契約が結婚の 3カ月前以降である

世帯の所得が340万円未満である いずれかが国・自治体等正規職員ではない

補助金の対象 補助金額 補助金

入居・引越費用
家賃（住宅手当控除後）

最大24万円
（ 1 回限り）

最大12万円
（ 1 回限り）
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　市公式ホームページ内に「移住・定住支援サブサイト」を新たに制作しました。補助制度をはじめ、
暮らしに必要な情報なども掲載していますので、ご覧ください。
　空き家バンクへの登録や移住・定住に関する相談など、お気軽にお問い合わせください。

【問い合わせ先】大洲市移住・定住支援センター （市役所　 5 階　地域活力課内）
☎57－9989　　FAX24－0080　
E-mail：iju-teiju@city.ozu.ehime.jp　　HP：http://www.city.ozu.ehime.jp/site/iju-teiju/

支援その 3　市内就業編（家賃・奨学金返還補助）

●市内における新規就業に伴い、
　新たに賃貸住宅を借りた（借りる）人

●市内で就業・居住しながら、
　奨学金を返還している人

県外移住世帯 県内移住世帯

市外の大学、短大、専門学校などの新卒者などを含む

Ｈ29. 3 . 1 以降に市内に就業した

転勤者（本社が市内にある場合を除く）
や国・自治体などの正規職員ではない

賃貸住宅の契約が市内就業の
3カ月前以降である

市外の大学、短大、専門学校などの在学中に
奨学金の貸与を受け、遅滞なく返還している

Ｈ28. 3 . 1 以降に市内に就業し、
1年以上、市内で就業・居住している

30歳未満で、 5年以上定住する予定

転勤者（本社が市内にある場合を除く）
や国・自治体等の正規職員ではない

いいえ いいえ

いいえ いいえ

いいえ いいえ

はい

はい

はい

はい

はい

はい

はい

はい

はい

補
助
対
象
で
は
あ
り
ま
せ
ん

補助金の対象 補助金の対象1 ヵ月の補助金額 年間の補助金額

家賃
(住宅手当控除後)

奨学金返還額農林水産業就業
最大 2 万円（最長36月）

就職・起業
最大1.5万円（最長24月）

最大12万円（最長 5 年）
（補助率 1 / 2 ）

※「就職・起業　最大1.5万円」は、中学生以下の子育て世帯による加算額を加えた額です。
※「農山漁村地域新規参入・確保育成支援事業」の給付対象者は、50歳以上の人でも家賃補助の対象となります。

農山漁村地域新規参入確保・育成支援事業
　新たに「農林漁業に就業する65歳未満の人」に対し、要件に応じた給付金の給付、機械・施設の整備に必
要な経費の一部を補助します。

※就農する45歳未満の人には、青年就農給付金（最大150万円/年（最長 5 年））制度があります。
【問い合わせ先】農林水産課　☎24－1727

◎給付金（～54歳）

最大　120万円/年（最長 5年）
◎給付金（55～64歳）

最大　60万円/年（最長 5年）

5 広報大洲 2017年５月号


